
資産の健全化、お取引先の経営サポート�
　　　　　は�

資産の健全化、お取引先の経営サポート�
に積極的に取り組んでいます�

資産の健全化�資産の健全化� ペイオフ�ペイオフ�

●破綻先・実質破綻先の債権�
　担保、保証等で保全されていない債権
額の100％を償却・引当しています。�

�
●破綻懸念先の債権�
　過去の貸倒実績率に基づいて個別
債務者毎に予想損失額を見積もり、予
想損失額に相当する額を個別貸倒引当
金として計上しています。�

�
●要管理先・その他要注意先・正常先の債権�
　過去の貸倒実績率に基づき、要管理
先の債権で3年、その他要注意先および
正常先の債権で1年の予想損失額を見
積もり、一般貸倒引当金として計上して
います。�

�
●保全率�
　担保・保証等および貸倒引当金で債
権額の何％をカバーしているかを表します。�

● 自己査定：破綻先・実質破綻先　＝　金融再生法：破産更生等債権�
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者の債権、およびそれと同等の状態にある債務者の債権です。�

● 自己査定：破綻懸念先　＝　金融再生法：危険債権�
現状では事業を継続しているが、赤字決算等により実質債務超過の状況に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞する状況に
あるなど、今後、経営破綻に陥る可能性が認められる債務者の債権です。�

● 自己査定：要管理先　＞　金融再生法：要管理債権�
自己査定：要管理先　　　債務者の支援を目的に貸出条件を変更した債権、３ヵ月以上延滞している債権を有する債務者です。�
金融再生法：要管理債権　債務者の支援を目的に貸出条件を変更した債権、３ヵ月以上延滞している債権です。�
自己査定は債務者ベース、金融再生法は債権ベースであるため、一般的に、自己査定：要管理先の査定額が金融再生法：要管理債
権より大きくなります。例えば、一人の債務者で２件の借入があり、１件は当初約定どおり順調に返済されていますが、もう１件は債務
者支援の目的で貸出条件が変更されている場合、自己査定では２件の借入が要管理先に区分されるのに対し、金融再生法では、貸
出条件を変更した借入だけが要管理債権として区分されます。�

● 自己査定：その他要注意先�
債務者の支援目的以外で貸出条件を変更した債務者（具体的には、他行との競合上の理由で金利を引下げた条件変更先など）、３ヵ
月未満の延滞者、財務内容に問題がある債務者などです。�
�

ペイオフって何ですか？�
万が一金融機関が破綻しても預金が保護される預金保険制度です。�
�

ペイオフ�

どのような預金が保険の対象になっていますか？�
当座預金、普通預金、定期預金等です。�

いつからはじまるのですか？�
平成14年4月1日より段階的に始まっています。�

預金者としてどのような対策が必要ですか？�
安心できる金融機関をお選びになることが第一です。�

ペイオフ対策としてどのような商品があるのですか？�
「投資信託」と「国債」が人気です。�

　万が一、金融機関が破綻した場合、その金融機関に預けている預金を合計して、そのうちの元本1千万円と利息が預金保険
制度により保護されます。また、1千万円を超える部分についても、概算払い率として破綻した金融機関の清算見込み額（余力）
に応じて払い戻しされます。（会社や団体名義の預金についても同じです）�

当座預金、普通預金、通知預金、貯蓄預金、定期預金、元本補てん契約のある金銭信託等が対象です。外貨預金は対象外です。�
※りゅうぎんの取り扱う金銭信託は保険の対象商品です。�
※外貨預金は保険対象外ですが、預金買取りの対象にはなっています。（概算払いに乗じた金額を受けとることが可能です）�

　平成１４年４月１日から段階的に始まっています。
それまで全額保護対象であった定期預金等は、
元本１千万円までとその利息が保護の対象とな
っています。         �
　なお、普通預金･当座預金といった決済性預
金は平成１５年３月末まで全額保護されます。�

　「ペイオフ」は、お取引をしている金融機関が破綻した場合の取扱方法です。そのためペイオフ対策としては、安心できる金融
機関を選ぶことが重要です。当行は、不良債権の処理を進め、経営の健全化に取り組んできた結果、平成１４年３月期（年度決算）
は過去２番目となる４８億円の当期利益を計上しました。また、健全性を示す自己資本率も国内基準（4％）を大きく上回る９．３５
％となっており、「ペイオフ」の適用はないものと確信していますので、安心してお取引をご継続ください。�

　当行では、国債と投資信託の窓口販売を全支店で取り扱っています。�
　投資信託は県内金融機関最多の20ファンドを品揃えしており、お
客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えできるようにしています。�
�
　投資信託と国債は、「顧客資産」として分別保管されるので「ペイ
オフ」対策商品の一つとして人気が高まっています。�

　「ゆめま～る6」は、預入期間1年のスーパー定期預金（自動継続式）に懸賞金をセットした商
品で、個人のお客さまを対象に、抽選で1等10万円、2等5万円、3等1万円（税込み）の懸賞金が
当たります。�
　定期預金には、10万円毎に1本の抽選権が付与され、当選本数は540本、懸賞金総額は
2,100万円で、低金利時代の人気商品となっています。（当選本数は定期預金販売予定額300
億円を完売した場合）�

投資信託�
投資信託は、お客さまの資金を投信会社が複数の株式や債券（国
債や社債等）などに投資し、運用の成果に応じて利回りが変化する、
実績配当型の商品です。�

国債�
国債は、その利子や償還元本の支払いを日本国政府が約束する
ものであり、金融商品の中でも最も信用力が高いものです。�

（注1）普通預金、当座預金等の決済性預金（主として決済のために用いられる預金）が�
　　　該当します。�
（注2）定期預金、元本補てん契約のある金銭信託等が該当します。当行の取り扱う金銭�
　　　信託は元本補てん契約がある金銭信託ですので、ご心配いりません。�

普通預金等（注1）

定期預金等（注2）

全額保護

元本1千万円とその利息を保護

保護対象外

平成15年4月以降
平成14年4月～
平成15年3月末まで

預金保険制度の
対象預金等

預金保険制度の対象外の預金等
（外貨預金等）

？�質問箱�

0120-19-8689お問い合せは、フリーダイヤル�
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投資信託保護預り残高推移（末残）�

国債保護預り残高推移（末残）�

単位：百万円�

単位：百万円�

平成12年３月� 1３年３月� 1４年３月�

平成12年３月� 1３年３月� 1４年３月�

右の表を�
ご覧ください。�

懸賞付定期預金�

ゆめま～る6（シックス）�ゆめま～る6（シックス）�

Question Answer

　一口に不良債権と言っても、さまざまな種類の不良債権があります。自己査定の債務者区分で言
うと、破綻懸念先や要注意先のほとんどは、現に事業を継続しており、業績の回復や延滞の解消が
あれば、正常先に戻る可能性が十分にあります。�
　りゅうぎんは、不良債権の早期処理促進は当然のこととして、経営内容に課題のあるお取引先に
対しては、中小企業診断士の資格をもつスタッフがお取引先と協力して財務内容の改善に取り組む
など、細やかな経営サポートを徹底しております。こうした取り組みを継続していくことが、お取引先の
債務者区分の良化、当行の資産健全化、ひいては県経済の活性化につながるものと考えております。�

自己査定の債務者区分と金融再生法に基づく開示債権�

要
注
意
先�

合計 11,652億円�合計 11,652億円�

引当額�
�

29億円�

130億円�

24億円�

19億円�
�

6億円�

合計 210億円�

保全率�

100.0％�

86.0％�

48.4％�

開示債権の�
保全率合計�
73.2％�

破綻懸念先�
以下の保全率�
90.7％�

引当基準・保全率の考え方�

�

自 己 査 定 の �
債 務 者 区 分 �

破 　 綻 　 先
　　　　69億

実 質 破 綻 先
　　　259億円�

破 綻 懸 念 先
　　 656億円�

正 　 常 　 先
　　 8,255億円�

その他要注意先
　1,640億円�

要 管 理 先
　 769億円�

金融再生法に
基づく開示債権�

破産更正等債権
　　　 329億円�

危　険　債　権
　　　656億円�

要 管 理 債 権 �
　　　548億円�

正 常 債 権 �
　10，117億円�

引　当　基　準�

無担保部分の�
　　100.00％�

無担保部分の
　　　58.78％�

無担保部分の
　　　 6.29％�

債権額の1.44％�

債権額の0.09％�

自己査定債務者区分と金融再生法開示債権の定義�


